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「第三者委員会」の設置について 

 

 

日頃から、ＪＡ事業につきましては格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、令和３年５月６日付け「お詫び」でお知らせしましたとおり、本所における元役

員、職員による経費の不正支出（以下「本件」といいます。）の発生が判明しました。 

これを受け、当ＪＡは、令和３年５月２７日開催の理事会での審議を得て、下記のとお

り第三者委員会（以下「委員会」といいます。）を設置いたしましたので、お知らせいた

します。 

 

１．委員会の趣旨 

本件に関する事実関係および原因の解明にあたり、透明性を確保する観点から、外部

の専門家の意見を徴し、厳正かつ公平・中立に調査を行うため当ＪＡと利害関係を有さ

ない弁護士３名からなる委員会を設置することとしました。 

 

２．委員会の目的 

本件に関する事実関係の調査、原因の解明及び再発防止策の提言等を目的としていま

す。 

 

３．委員会の構成委員（敬称略） 

委員長   弁護士 中島 肇 （中島肇法律事務所） 

副委員長  弁護士 吉原 洋 （福岡セントラル法律事務所） 

委員    弁護士 鳥居 玲子（近江法律事務所）    

   

 

４．今後の対応 

当ＪＡは、委員会による調査に対して全面的に協力してまいります。 

委員会による調査には相応の時間を要することが見込まれますが、委員会による調査

結果につきましては、結果が判明次第、速やかにお知らせいたします。 

以上 


